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題字：江口　睦美 （カット：くさのあき）
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　４０年あまり勤務していた水俣市立総合医療センターを退職して、グループホー

ムふれあいの家から野川の家にまいりました。 

　グループホームは一般の医療機関や家庭での対応が困難な方 を々お世話する

施設ですが、外から観るのと内で携わるのとでは大違い、１８０度異なる介護の内

容に戸惑う毎日です。先輩スタッフの姿を見て、この情熱はどこから生まれるのだ

ろう？と感じることはしばしばです。 

　高齢者介護実践講座、痴呆介護のバリデーション療法など研修にも参加させて

もらいました。痴呆の方 の々心の中にどこまで近づけるかわかりませんが、あせらず、

気負わず、と自分に言い聞かせて頑張りたいと思います。　　　　（嘉松　節子） 

　この度、「野川の家」で働かせ

ていただくことになりました。今年

の春に専門学校を卒業したばかりで、

いろいろとわからない事がたくさん

ありますが、一生懸命頑張ります

ので、よろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　（佐々木　剛） 

　最近、読んだり書いたりすることに苦労しています。年齢のせいばかりではない

のですが、物覚えが悪くなって申し訳ないと思っています。でも、体を動かすこと

は苦になりません。どうぞよろしくお願い致します。　　　　　　　（古里　育子） 

　開所時より働かせていただいてい

ます。毎日があっという間に過ぎて

しまいます。利用者の方に喜んで

いただけるよう、また、他のスタッフ

にご迷惑をおかけしないように頑張

りたいと思います。 

　よろしくお願いいたします。 

　　　　　　　　（中村　聡美） 
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　成人における長期微量汚染の影響は、１９７３年５月、熊本大学第二次水俣病研究班（班長：武内忠男教授）の

立津政順教授により、汚染源工場操業停止後の水俣病発生と対照とした有明海の「第三水俣病」問題として提

起されました。同年６月、武内忠男教授は宇土市の剖検例２例を「水俣病」と、熊大原田正純助教授は大牟田

市のＮ氏を「水俣病と同一症状の患者」と発表しました。私たちも同年６月、徳山湾の「水俣病類似患者」を

確認し、新潟では斉藤恒医師が「関川水俣病」を発表しました。しかし、これらは環境庁及び通産省とその意

向を受けた学者の手で、翌年までに次々とシロ判定され抹殺されました。

　１９７３年から７８年にかけ鹿児島大学医学部第三内科井形昭弘教授のグループは、鹿児島県下で自然界でのメチ

ル水銀汚染の影響を調査しました。そこで９名の四肢末梢性感覚障害を呈する住民を発見しました。鹿児島湾

奥部の毛髪水銀高値者４名中３名（４０．９、４３．２、４４．７�）は水銀値が５０�以下で脊椎の変形があることから脊

椎症、他の１名（１１１．６�）はアルコール症であり、トカラ列島の水銀低値者５名【（ロノ島の２名は低値表現

のみ、中ノ島・諏訪瀬島の３名（３．５、３．２、１．７�）】は低値であるが故などによりその影響はないと結論づけ

ました。これらの判断には私は今でも疑義を抱いています。

　ここで海外に目を転じてみましょう。

　１９６８、６９年頃、アメリカの五大湖の水銀汚染が問題となり、汚染源としてカナダのパルプ工場（水銀触媒の

カ性ソーダ工場を併設）が明らかとなりました。その一つのオンタリオ州グラッシイナロウズ、ホワイトドッ

グの地区では魚や鳥、カワウソ、ビーバーなどの小動物にも異変が起こり、１９７０年、政府は漁獲禁止の措置を

とり、１９７５年工場（１９６２年操業開始）は閉鎖されました。７０年から政府により、住民の血中水銀濃度が経年的

に測られましたが１９７４年まで、１００ｐｐｂ以上の高値を示すものが発見され続きました。１９７４年、７５年とネコの狂

死ががあいつぎ、後者は解剖され、熊大武内忠男教授により熊本のネコ水俣病の病理所見と一致することが確

認されました。また、政府自身も汚染魚によるネコ実験をして全例２～３ヶ月での発症を確認しています。

１９７４年血中濃度高値者数人が行政による入院精密検査を受けましたが、いずれも典型例でないためメチル水銀

の影響は確認できないということで否定されてしまいました。

　被害者はカナダのアポリジ（先住民）で、１９７５年８月、原田正純医師（現熊本学園大教授）らとともに私は

現地を訪れました。両居留地で８９名の住民を診察し２８名にしびれ感、聴力障害４０名、四肢末端の手袋・足袋状

の知覚障害１５名、求心性視野狭窄９名、振戦２１名、失調８名など水俣病にみられる症状を確認しました。私た

ちは「軽症だが水俣病がすでに発症している」と報告しました。

　中国吉林市では水俣病の発生源と同じアセトアルデヒド工場が１９５８年より操業されていました。１９７０年代に

入り、工場から１６０㎞ 下流の魚類がいなくなるなどの環境異変が起こり、１９７１年には３００�下流の松花江流域

の肇源の漁民に軽度のメチル水銀中毒患者などが多発していることが明らかになりました。工場は１９８２年７月

に操業を停止しましたが、これらの患者が水俣病といえるかどうかの議論が中国国内で争われました。「運動

失調がないので典型例でなく亜臨床的（ｓｕｂｃｌｉｎｉｃａｌ）で水俣病でない」とする学者と「日本のように典型例で

はなくとも軽症で慢性の水俣病である」と主張する学者（潘云舟）がいました。この中国でも汚染地のネコが

解剖され、熊本大学武内忠男教授により熊本のネコ水俣病の病理所見と一致しました。１９８６年１月、問題と

なっていた３人の患者の１人が亡くなり、解剖所見が水俣病の病理所見と一致していたことにより、論争に終

止符が打たれました。そして１９８６年１２月、中華人民共和国国家基準「水域汚染による慢性メチル水銀中毒の診

断基準及び処理原則（試行）」が公布されました。

　金採掘に伴う高度の水銀暴露はインドネシア、カンボジア、フィリピン、ベトナムなどの東南アジアやブラ

ジル、コロンビアなどの南米、さらにアフリカのビクトリア湖周辺諸国など世界各地で問題となっています。

アマゾンでは１９７０年代終りより機械化によるゴールドラッシュが始まり、金の生産量と比例して吸着剤として
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の水銀の消費量もうなぎ登りに増量してきました。当初は水銀蒸気による健康被害で、金採掘者や仲買商のい

わば職業性ともいうべき無機水銀中毒症でした。ところが現在問題となっているのは、これらの人々とは全く

関係のない金採掘場の下流住民（漁民）が水銀により汚染された魚介類を摂食してのメチル水銀中毒症です。

１９９２年３月、ブランシェス医師はフォトランジャー村の漁民２８名を診察し、毛髪水銀値３７．５�（メチル水銀の

割合は１００．５１％）の２５歳の男性に四肢末梢性感覚障害を確認し、「メチル水銀中毒の可能性が高い」と発表し

ました。１９９２年２月の原田正純医師の訪問に引き続き、同年５月、私はアマゾンを訪れ４人の漁民を診察しま

したが、このときは典型的な四肢末梢性感覚障害を呈する患者を発見できませんでした。

　以上述べてきましたように、政府の微量汚染と第三水俣病の否定にもかかわらず、その後カナダ、中国、ブ

ラジルなどでメチル水銀汚染問題が続発しました。これらはいずれも、かって水俣で発生した急性劇症などの

症状は呈していず比較的少量、あるいは微量のメチル水銀中毒症と考えられます。しかし急性劇症などの患者

から作られた日本の水俣病の診断基準が参考とされ、マイナス方向に大きな影響を与えました。

�������

　私たちは潜在患者を１万人以上掘り起こすとともに、微量汚染の問題としては先号で述べた桂島の調査に引

き続き、１９７７年から７８年にかけて御所浦の住民で過去（１９７０年）に一度熊大二次研究班の検診を受けていたも

のの二度目の検診を３０４名について行いました。その結果、この６年～６年半の間に自覚症状と感覚障害、運

動失調、難聴、視野狭窄など神経所見が大幅に増加し、あらたに水俣病が発症していました。この調査は診察

医が複数であったため、次に私自身が１９７１年から８６年までの１５年間に２回診察をした５１０名の経年変化を比較

しましたが、やはり同様の結果でした。さらに１９６７年の汚染源の排出停止後に非汚染地より漁師の妻などとし

て水俣市及び周辺地区に転入して来た住民で１９７４年から８６年にかけて診察した７名（毛髪水銀値２．５～１０．２�）

の住民に水俣病に特徴的な四肢末梢性タイプの感覚障害を確認し、それをきたす他の疾患は考えられませんで

した。そこで、これらの研究から、「現在の微量のメチル水銀の汚染が水俣病を発生させしめていると考えら

れる。水俣湾内外の漁獲はその安全性が確認されるまでは禁止されるべきである」と１９８６年７月学会において

発表しました。

　１９７５年にカナダの汚染地をみてきた私は、同じカ性ソーダ２工場が汚染源である徳山湾のメチル水銀汚染は

間違いないと確信しました。そこで１９８６年私たちは再度徳山湾沿岸住民（主として漁民）の調査をしました。

前回の調査と合わせて５４名を診察し、水俣病に特徴的な四肢末梢性感覚障害を３７名（６８．５％）に確認し、２８名

を水俣病、１２名を水俣病疑いと診断しました。

　１９９２年アマゾンに私と同行した中西準子横浜国大教授（現）は、１９９３年より汚染地区住民の毛髪水銀値を経

年的に追跡し、原田正純医師らもそれらの健康調査を併せて実施してきました。１９９８年１１月、原田医師と現地

のパラ大学及川定一助教授は、それまでの調査で毛髪水銀値２０�以上を示した５０名の漁民を診察し、バヘイア

村の３名に四肢型の感覚障害（両手足先端に強い感覚鈍麻）、共同運動障害、振戦などを認め、合併症などが

考えられないことから、メチル水銀の影響（水俣病）と診断しました。このうちの２名はそれまでの毛髪水銀

値が５０�を超えていず、新潟水俣病を基に暫定安全基準とされてきた毛髪水銀値５０�（１９７６年ＷＨＯ評価基

準）を超えなくても、長期微量汚染により慢性型のメチル水位銀中毒が発症することを裏付けました。

　１９９９年７月、私たちは中国の松花江流域住民（１８歳以上）の健康調査をハルビン医科大学との共同研究とし

て実施しました。黒龍江省肇源の漁業専業地域（Ａ）、半農半漁地域（Ｂ）、農業地域（Ｃ）の三カ所に分け、

無作為抽出により１９６名（Ａ３８名、Ｂ４０名、Ｃ１１８名）が受診しました。魚介類多食のＡ、Ｂには四肢末梢性障

害タイプの感覚障害（Ａ：７名、Ｂ：５名）がＣ（０名）と比較し優位に高く出現しました。毛髪水銀値はＡ

（３．１±１．７�）、Ｂ（２．７±１．９�）がＣ（１．０±０．６�）と比較して有意に高値を示しました。もちろん毛髪水

銀値は全例５０�以下（最高はＢの７．８�）でした。

　２００２年８月～９月に原田正純医師と私とはカナダの汚染地を２７年ぶりに訪れました。当時の毛髪水銀値と臨

床症状が明らかになっていた例が長期経過後にどのように変化しているかを明らかにするためです。前回受診

の９名を含む５７名の住民を調査しました。５７名の診察結果を日本政府の診断基準に当てはめると水俣病１１名、

合併症あるが水俣病１２名で、主として四肢の感覚障害だけで症状が軽いがメチル水銀の影響（軽症水俣病）と
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考えられるものが２２名でした。これらを合計すると４５名（７８．９％）がメチル水銀の影響を受けていることにな

ります。今回も毛髪水銀値が測定されました。その結果、平均２．１１�（最低０．１１�、最高１８．１�）で、現在こ

の地域で水銀汚染は改善されて軽微と考えられました。水俣病と診断された住民の過去の毛髪水銀値は比較的

高いものですが、すべて５０�以下を示していました。
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　以上述べてきましたように、徳山湾、カナダ・オンタリオ州、中国松花江流域、そしてアマゾン川流域のメ

チル水銀汚染地域においては、四肢末梢性障害タイプの感覚障害が臨床症状の底辺をなしています。この四肢

末梢性障害タイプの感覚障害は、私たちの主張したきた水俣病の診断基準そのものであり、１９９５年の政府解決

策の救済基準とされました。

　私は井形昭弘教授らの鹿児島湾奥の水銀汚染の報告の頃、私自身で汚染地域住民を診察したいと考え、一度

現地を訪れましたが、それはできませんでした。そしてその後、トカラ列島の報告を聞いたときも「自然界で

のメチル水銀汚染がヒトの被害におよんでいるのではないか」と考えました。もしもこのとき井形教授らが、

私たちと同じメチル水銀の長期微量汚染の影響を重視する立場に立って世界に警鐘を発していれば、中国、カ

ナダやブラジルを含めて現在問題となっている世界の水銀汚染の実態は違った展開になっていたのではないか

と思います。本年６月３０日、ＷＨＯ・ＦＡＯ合同専門家会議は、メチル水銀の摂取許容量を、これまでの半分

以下に引き下げる決定をしました。メチル水銀の長期微量汚染の問題は妊婦と胎児だけの問題ではなく、とく

に日本にあっては水俣病の診断基準、成人の毛髪水銀の評価基準値とそれから計算された魚介類の暫定基準値

の見直しを含めて解決しなければならない課題です。

　いよいよ、新幹線つばめの試運転が始まった。新幹線駅舎の工事は急ピッチで進められ、２００４年３月の
開業が、いよいよ眼前に迫ってきた感がある。しかし、高速鉄道の開業の「影」に隠れるようにして肥薩
おれんじ鉄道線の誕生、そして在来寝台特急なはの廃止など、ここ１年、鹿児島・熊本をめぐる鉄路事情
はめまぐるしく変貌していく。
　九州新幹線の開業は、既存路線とは明らかに異なった特色をもったインパクトをもたらすことが考えら
れる。東海道や東北新幹線は、いかに「東京」と短時間で輸送ができるかを主要命題としてきた。しかし、
九州新幹線は、変則的な暫定開業であることに加えて、博多までフル規格での開通が叶っても、すでに鹿
児島や熊本から東京への旅客量の多くは航空輸送が占めているし、旅客運賃の競争激化の潮流が当たり前
のように進んでいる現状を考えれば、前途は明るい予測ばかりではなさそうだ。
　しかし、このような悲観的観測にただ飲まれてしまうことは、主な利用客となる地域住民はもとより、
新幹線つばめやおれんじ鉄道にとって、これほど不幸なことはない。ボーダレス化社会の到来は、スト
ロー現象の進行による都市間競争の激化と地方部での過疎化をもたらした。さらに、現代では、高速情報
網の普及でその動きは一層複雑化している。このような社会状況をふまえ、九州新幹線の利用促進を考え
るには、鹿児島・熊本両県民が、当面は主導力を発揮し、博多までの全線開業時には、両県の観光周遊
コース発信や企業・学術交流、通勤圏の拡大などが、東京行き新幹線にない地域新幹線としての先行地と
なることを念頭に、九州新幹線を見つめていくことが求められている。
　このことは、ひいては平行在来線との利用連携策を構築する際にも大きな示唆を与えてくれることにな
ろう。　　　　　　　　　��������	
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　＊　まちづくり地域フォーラム・鹿児島探検の会は、２００１年１２月、ＮＰＯ法人として生まれ、現在、散
策を通じて市民に地域の良さを再認してもらう生涯学習の企画や、自治体にその地域に適したまちづ
くりの提言をまとめる調査研究を行っている。
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　かつて有明海は，日本最大の潮汐，日本最大の干潟などの個性

的な環境特性により、極めて高い生物生産力を有し、とりわけ、

特産種・絶滅危惧種である魚介類（ムツゴロウなど）や鳥類（ク

ロツラヘラサギなど）が多数生息する世界的に貴重な自然環境で

した。有明海の漁獲高は日本一を誇り、とりわけ海苔の養殖は、

質量ともに日本一の生産を誇るまでになっていました。こうした

有明海の豊かな生物相は、山からの栄養塩、それを運ぶ川の作用、

そして、有明海の漁業資源が幼稚魚時代を過ごす場であり（有明

海のゆりかご・有明海の子宮）、有明海の水質を浄化する機能

（有明海の腎臓）を有する「諌早湾干潟」によって支えられていました。

　しかし、近年、山は乱開発され荒れ果て、川はコンクリートで固められ、終には筑後大堰により、筑後川と

有明海は切り離されてしまい有明海には山と川からの栄養が流れてこなくなりました。

　そして、１９９０年、有明海に対する止めともいえる諌早湾干拓事業の着工により、タイラギなどの漁獲高が激

減し、１９９７年４月１４日、潮受堤防の閉め切りにより諌早湾干潟と有明海とは完全に切り離され、水質浄化機能

を奪われた有明海は、たちまち汚濁し生物が生息できないヘドロの海と化してしまいました。この自然的条件

の改変は、有明海の生態系に打撃を与え、自ら脱出することが困難な貝類は、ヘドロに埋もれ呼吸ができず、

ことごとく成長する前に死んでしまっていました。辛うじて残った海苔の養殖でさえも、ここ３年の内に２回

も未曾有の大凶作に見舞われ、今や風前の灯となっています。かつての「宝の海」はいまや「瀕死の海」と

なってしまいました。そして、貝や魚や野鳥だけでなく、そこで暮らす漁民の生命までもが奪われようとして

いるのです。

　国は、生物を殺し環境を破壊し、漁民の生活を奪ってまで、干拓を強行しています。２６００億円もの税金を投

入して諫早湾に農地を造成しようとしているのです。既存の農家に減反を強いながら、今なぜ農地が必要なの

でしょうか。なぜ工事を続ける必要があるのでしょうか。その理由は明らかです、政治家と官僚、そして土建

業者が結託して、利権をむさぼろうとしているのです。公共事業を食い物にしている一部の人間、すなわち政

官財の利権のために、貴重な自然が破壊され、人類共通の遺産が奪われようとしているのです。水俣病で散々

に痛めつけられた有明海・不知火海は、今また政官財の利権のために、生物の棲めない海にされようとしてい

るのです。
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　諌早湾干拓事業の潮受堤防を開放することは、有明海を再生し、有明海沿岸地域をよみがえらせる第一歩です。

　そこで、漁民と市民が立ち上がり２００２年１１月２６日、諌早湾干拓工事の差止を求める仮処分及び本訴を佐賀地

方裁判所に提起し、現在、原告数８００名を超えるマンモス訴訟となっています。また、２００３年４月１６日、「ノ

リの色落ち」「貝の斃死」と諌早湾干拓事業との因果関係を明らかにするため、東京の公害等調整委員会に対

して原因裁定の申請を行いました。

　現在、有明海沿岸４県を中心に湧き上がった支援の輪は全国に広がり東京にも支援する会が発足し、大きな

世論を形成しつつあります。

　今ある自然は、未来の子ども達からの借り物です。子や孫の世代にそのままの形で豊かな自然を返すために、

みんなで協力して環境を守って行きたいとおもいます。諫早湾干拓を中止させるために皆様のご支援をよろし

くお願いします。
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７月２９日　　第３回NPOみなまた理事会
７月３０日　　野川の家開所式
９月１２日　　第４回NPOみなまた理事会
１０月７日　　キトさん家起工式

����

７月１６日　　水俣病被害者三団体環境省申し入れ
８月２３日　　川辺川現地調査
９月１４日　　第２４回日本環境会議
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　１０月１０日から１２日にかけて、水俣病被害者の会の、山下覚さん、川崎清太郎さんに同行して、新潟水俣病現地調査に行っ

てきた。両氏は、何回か参加されている。私は初めてだった。

　現地の説明役の方や、参加者の口から、「熊本」水俣病・・・「熊本」水俣病・・・と何べんか発せられる度に、複雑な

心境になった。我がＮＰＯは、その地名を冠せられた地域で、「ノーモア・ミナマタを語り継ぎ、住みよいまちづくり

を！」を謳うＮＰＯとして設立された。そして、ほんの少しの時間が過ぎた。そして、自問した。

　介護「事業」の「経営」に埋没しているのではないか？　もう一本の柱を忘れたら、ＮＰＯ「みなまた」ではなくなる。

そんな三日間だった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＮＰＯみなまた事務局長　田畑五月）
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　６８個人３団体の方から総額２８４，０８９円が寄せられま
した。
　お寄せいただいた義援金は９月５日、水俣市および
被災者の会代表の吉海英機さん宅を訪ねて、お届けい
たしました。
　皆さまの善意とご協力に重ねて感謝申し上げ、ご報
告とさせていただきます。

　縁あって三郎の家に勤務することになり３ヶ月が過
ぎようとしています。 
　片時もじっとしていられない方の介護を通じ、その
人の良いところを認め、その人らしく過ごせるよう援
助していくことの大切さを学ぶことができました。 
　看護師としての経験はありますが、デイサービスに
関しては分からないことの連続です。利用者の方の個
性を尊重し、居心地の良い場が提供できるよう努力し
ていきたいと思います。 
　　　　　　　　林　朱美（デイサービス三郎の家） 

８月から念願のグループホームで働くことになりまし
た。 
　これまでに教わったこと。一つは、その方の性格、
生活、趣味などをよく知り受け入れることにより、接
する私たちもゆとりのある対応ができるということ。
それから、優しさは必ず手に伝わるということ。スキ
ンシップを嫌がる人はあまりいらっしゃいません。 
　手を握り、ふれあい、寄り添ったケアができればと
思います。 
　　　　　　田中　幸子（グループホーム三郎の家） 
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